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• 子どもは、家庭や学校、地域社会の中で育まれます。児童期（おおむね６～12歳）
の子どもたちの 「放課後」は、主体的な遊びや生活の時間です。

• 「放課後子ども総合プラン事業」は、留守家庭児童及び利用を希望する児童の
生活の場の一つを提供する事業です。

自宅 校庭、公園など 塾や習い事 プラン施設

○放課後の過ごし方

放課後子ども
総合プラン事業

○実施場所：児童館・児童センター・児童クラブ・子どもプラザ
児童が通学または居住する小学校区にある施設を利用可能。

子どもたちの放課後の過ごし方子どもたちの放課後の過ごし方
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６

時間

8：00（7：30）
～8:30（学校休業日）

放課後

～15:00

～18:00

低学年から順次集まってきます。

まずはクールダウンして、宿題等を
行い、終わった児童から遊戯室・
体育館等で体を動かしたり、読書
や折り紙などをして過ごします。

（ただし、日課は施設により異なり
ます。）

18:00～

～18:30
（19:00）

宿題、遊び、休息など児童の状況に
合わせて自主的に過ごしています。

（学校休業日は8:30～）

延長利用

・宿題サポート（主に長期休業）

・読み聞かせ、紙芝居

・絵手紙

・折り紙

・工作

・キッズヨガ など

（多様な体験活動メニューを提供）

児童館・児童センター、子どもプラザ
等を拠点に、放課後等を過ごします。
◇児童館・児童センター 34施設
◇子どもプラザ 50施設
◇児童クラブ 2施設

アドバイザー（有償ボランティア）の
協力を得た多様な体験・交流活動

延長利用

放課後子ども総合プランでの児童の過ごし方放課後子ども総合プランでの児童の過ごし方
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・児童1人当たり月額2,000円
※ 施設によっては、おやつ代などの実費負担を別途徴収

・延長利用料 学校休業日の午前８時30分前からの利用や、授業日の
午後６時以降などに利用する場合

30分以内の利用 ：月額 ５００円
30分を超える利用：月額 １，０００円

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

※複数の「減免項目」
に該当する場合は、
減免割合を乗じて計
算します。

長野市放課後子ども総合プラン事業の概要長野市放課後子ども総合プラン事業の概要
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児童が通学または居住する小学校区にある施設の利用が可能
・児童館・児童センター ：小学校施設外にある公設民営の施設
・子どもプラザ ：小学校の校舎内など学校施設内にある公設民営の施設
・児童クラブ ：民設民営の施設



登録児童数の推移
（人）

（千円）
事業費の推移

660,807 702,645
787,274 847,762 865,255

1,003,147 1,012,669
1,181,201

1,116,757 1,134,995
1,242,967
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利用料導入子ども・子育て支援新制度

事業費・登録児童数の推移事業費・登録児童数の推移
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安心で安全な遊び・生活の場であるという福祉的な意義はもと
より、多様な体験活動や交流の機会としての教育的な意義を両立
させ、子どもの健やかな育ちを支援する必要がある。

放課後子ども総合プラン事業に対する市の基本姿勢放課後子ども総合プラン事業に対する市の基本姿勢

家庭だけでなく社会・地域で子どもを支える理念の下、「長野市
版放課後子ども総合プラン事業」を持続可能な事業として充実させ
ていく必要がある。
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地域・市民
募集

多
様
な
体
験
・
活
動
の
提
供

活
動
依
頼

地域ボランティア発掘

答申等

事業受託者
社会福祉法人(２)
企業組合（１）
住民自治協議会（１）

住民自治
協議会

児童館・センター、子どもプラザ

（館長・施設長、支援員、補助員）

事業
委託

委員委嘱

長 野 市

運営委員会
各校区に設置

事業計画・事業報告、
実施時間 、保育実費
等に関すること

運営方針

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

■推進委員会
市長の諮問に応じ、

事業実施の調査及び審
議のため設置
学識経験者、関係団

体代表者、公募による
市民等で構成
■運営委員会
事業の適切な運営を

図るため各小学校区に
設置
地域の代表者、学校

関係者、PTA代表者等
で構成
■アドバイザー
遊びや学習など多様

な体験活動を支援する
登録制の有償ボラン
ティア

事業を円滑に実施
するための総合的な
調整を図る。

アドバイザー

推 進 委 員 会

運営方針に沿って
事業を実施

登録

必須事務
依頼

諮問等

放課後子ども総合プランの運営体制放課後子ども総合プランの運営体制
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放課後子ども総合プラン事業の充実に向けて放課後子ども総合プラン事業の充実に向けて
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新たな運営主体となる新法人の設立新たな運営主体となる新法人の設立

名称 一般財団法人 ながのこども財団

設立年月日 令和５年２月１日（水）

設立者 長野市

出捐金 80,000千円

事務所所在地 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市役所 第二庁舎２階

目的及び事業 全ての子どもの健やかな成長を支援するための活動の振
興に寄与すること
• 長野市放課後子ども総合プラン事業を実施すること
• 子どもの居場所作り等、子どもの支援活動に関すること

など

９

















一般財団法人ながのこども財団の基本的な考え方一般財団法人ながのこども財団の基本的な考え方
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巡回指導による後方支援とOJTの実践


必要に応じた看護師の配置





個々の児童に応じた（適した）支援





小学校、関係機関との更なる連携





多様な体験・学びの提供


• 現在の職種の枠組みにこだわらない柔軟な雇用

の実現
• 社会保険適用による安定的な雇用の検討


• 市の会計年度任用職員との兼業の仕組みの検討
• 財団業務を活用した勤務時間延長の検討


• 退職教職員、特別支援教育支援員、図書館司書

等に対するリクルート
• 職員の収入増に向けた取組と連動して実施








サービスを維持・向上できる運営体制





共通事項

４つ目指す姿とその実現に向けて４つ目指す姿とその実現に向けて
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（一財）ながのこども財団による事業受託までのスケジュール（雇用関係）（一財）ながのこども財団による事業受託までのスケジュール（雇用関係）
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